
参考図

東住吉区

凡 例

東住吉区第２０２５－０２号線（１）（２）間を路線認定、区域決定及び供用開始する。
矢田西第１３号線（３）（６）間のうち（４）（５）間を区域変更及び供用開始する。
矢田西第１４号線（７）（１１）[（１０）を経る。] 間のうち
（８）（９）間を区域変更及び供用開始する。
矢田西第１９号線（１２）（１５）間のうち（１４）部分を区域変更及び供用開始し
（１３）（１５）間を供用開始する。
矢田西第２０号線（１６）（２０）間のうち（１７）（１８）間を区域変更し
（１９）（２０）間を供用開始する。

説 明

(1)

(2)

東住吉支援学校

矢田五丁目

(5) (6)

(9)

(11)(7)

(8)

市営矢田住宅

府
道
大
阪
狭
山
線

矢 田
六丁目

大和川

公園南矢田
三 丁 目

公園南矢田
四 丁 目

行
基
橋

大和川東
公 園

(3)

(4)

(12)

(15)

(13)

(16)

(20)

(19)

新たに道路となり供用開始する部分

供用開始する部分

廃止する部分

町 丁 界

(14)

(17)

(18)

(10)


	スライド 1

